
4月26日にも参議院を通過へ

企業財務会計士など、
会計士法改正はすべて見送り
　企業財務会計士の創設などを含む公認会計士法の改正が見送りとなることが明らかとなった。自民
党の財務金融部会（部会長：林芳正参議院議員）が4月19日に開催され、今通常国会に提出されてい
る「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」において新
設された会計の専門家の活用状況に関する事項の開示部分および公認会計士法の改正に関する規定を
削除することで了承された。与党もこれに応じる方針で、修正後の同法案については、早ければ4月
26日にも参議院を通過する。

公認会計士法に関する部分をすべて削除に
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　公認会計士法の一部改正を含む「資本市場及び
金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一
部を改正する法律案」が3月11日に閣議決定さ
れ、4月1日に国会（参議院）に提出された。公
認会計士法の改正については、試験に合格しても
公認会計士になることができない待機合格者対策
の面などから実施されるもの。その最たるものが
会計分野のプロフェッショナルという位置付けの
新しい資格である「企業財務会計士」の創設であ
り、そのほかにも、公認会計士試験の免除期間等
の見直しなどの措置が講じられている。
　「企業財務会計士」の創設に反対していた税理

士業界などに対しては、企業財務会計士になるた
めの実務従事等（会計実務）の要件を見直すことで
一応の決着がされていた（本誌399号40頁参照）。
　しかし、4月12日および14日に行われた自由
党の財務金融部会・企業会計に関する小委員会で
は、公認会計士法の改正に対する異論が続出。平
成15年の公認会計士法の改正時に同小委員会の
委員長であった塩崎恭久衆議院議員からは、受験
者層の多様化と受験者数の増加を図り、多様な人
材が受験し、一定の資質を有する多様な人材を輩
出することを目的とした平成15年の公認会計士試
験制度の見直しの趣旨に鑑み、「以前の制度に逆

ライツ・オファリングでは目論見書の作成・交付を不要に
　「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」では
（公認会計士法の改正部分を除く）、①ライツ・オファリング（新株予約権無償割当てによる増
資）に係る開示制度等の見直し、②コミットメントライン（特定融資枠契約）の借主の範囲拡
大、③銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁、④プロ等に
限定した投資運用業の規制緩和、⑤資産流動化スキームに係る規制の弾力化、⑥英文開示の範
囲拡大、⑦無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、⑧投資助言・代理業の登録拒否
事由の拡充などが盛り込まれている（本誌395号4頁参照）。
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戻りすべきではない」旨の意見が出された模様だ。
　自民党では、同法案に対する修正案を提出し、
公認会計士法に関する部分をすべて削除する方
針。ねじれ国会のなか、民主党でも自民党の修正
案を受け入れることにより、逆に他の改正項目に
ついては早々と成立する運びとなる。

待機合格者対策は手当てされず
　公認会計士法の改正が見送りになったことに伴
い、企業財務会計士の創設のほか、科目合格等の
有効期間の1年短縮などの見直しも実現せず、待
機合格者対策が何ら手当てされない事態になって
しまったことになる。

※A社の株主である親会社に対するＢ社株の割当てを省略

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図表1】公認会計士試験制度の概要
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【図3】本件自己株式の譲渡の概要（平成16年5月期）
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1．試験体系を3段階5回から1段階2回（短答式試験、論文式試験）に簡素化
2．試験の一部免除の拡大等
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　  ・論文式試験における科目別再受験免除制度（2年間）の導入
　  ・企業などにおける実務経験者に対する財務会計論の免除
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※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。

※注　平成22年試験から、短答式試験が年2回（12月と5月）に増える。

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図】3月決算法人が初回の認定申請を行う場合

【図】試験の各段階にける通過率について（例示）
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※注　平成22年試験から、短答式試験が年2回（12月と5月）に増える。
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【関係条文】
会社法124条（基準日）
株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」という。）を定めて、基準日において株主名簿に記載され、
又は記録されている株主（以下この条において「基準日株主」という。）をその権利を行使することができる者と定め
ることができる。
会社法130条（株式の譲渡の対抗要件） 
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式
会社その他の第三者に対抗することができない。
会社法172条（裁判所に対する価格の決定の申立て）
前条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、同項の株主総会の日から二十日以内に、裁
判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。 
一 　当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社
に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主（当該株主総会において議決権を行使する
ことができるものに限る。） 
二 　当該株主総会において議決権を行使することができない株主 
社債等振替法147条（振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い） 
４ 振替機関が第百四十五条第三項の義務の全部を履行したときは、株主の権利（会社法第百二十四条第一項 に
規定する権利を除く。次条第四項及び第百五十四条において「少数株主権等」という。）の行使については、第一
項の規定は、適用しない。
社債等振替法154条（少数株主権等の行使に関する会社法の特例） 
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。
２ 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間で
なければ、行使することができない。

5年又は2年の
いずれか選択

   （編注：平成22年10月1日付で総務省が各都道府県への通知した文書（総税市第64号）を一部抜粋したものである）

【図表2】中小企業倒産防止共済法の施行日程

貸付事由拡大法律公布

H22.4.21 H22.7.1施行 H23.8.1（施行予定）

共済金の貸付限度額の
政令事項化など

平成21年
2月12日：フリービットとの間で資本業務提携による完全子会社化に合意し、平成21年2月
　　　　　 13日～3月12日、公開買付けを実施
6月29日：定時株主総会で全種取得条項付種類株式の全部を8月5日に取得する等の決議
7月10日：本件株主が価格決定の申立て
7月29日：本件株主が証券会社に対し、個別株主通知の申出書を郵送したが、7月30日付で
　　　　　 上場廃止となるため、個別株主通知ができず

【表1】事案の経過

【図表2】四半期財務諸表等の開示対象期間

【図】加入対象者の範囲の拡大

【参考】「事業再生に係るDES（Debt Equity Swap：債務の株式化）研究会報告書」より抜粋

【図表1】共済金の貸付事由の拡大

【図表1】各証券取引所の独立役員の確保状況

①四半期会計期間の末日の四半期貸借対照表および前年度の末日の要約貸借対照表
②期首からの累計期間の四半期損益及び包括利益計算書または四半期損益計算書および四半期包括
利益計算書、ならびに前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益及び包括利益計算書また
は四半期損益計算書および四半期包括利益計算書
　（※任意開示として四半期会計期間を対象期間として追加することは可能）
③期首からの累計期間の四半期キャッシュ･フロー計算書および前年度における対応する期間の四半
期キャッシュ･フロー計算書

3．具体的な事例へのあてはめ
（2）回収可能部分を含むDES
　合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資
債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消
滅益（債権者側では譲渡損）として認識されることとなる。下図では、回収不可能債権100に加
え、回収可能債権100についてもDESする場合に、現物出資債権の評価額は100となる。

※　通過率は、その段階の試験の合格者数を前段階試験の合格者数（一段階の試験の場合は受験者数）で単純に除したもの。
　　前年以前の前段階試験の合格者等がいるため、前段階試験の合格者数が次段階試験の受験者数とはならない。

（出典：金融庁）

債務者

資産＋損益見込み等
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留保債務
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債権放棄
300欠損金
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資本100

債権者

支援損
300

債権
1000

債権評価額

債務免除益300
債務消滅益100

借入金 300 債務免除益 300
借入金 200 資本 100
  債務消滅益 100

支援損 300 債権 300
株式 100 債権 200 
債権譲渡損 100

譲渡損
200

回収可能額
100を含む

債務者（支援後）

資産＋損益見込み等
600

留保債務
500

欠損金100 資本200

現物出資債権の評価額
回収可能額が100のため、評価額は
100となる。

【現行】
法的整理

銀行取引停止処分

※弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合を
　対象とします。

（出典：中小企業庁）

債務者（支援後）
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現物出資債権の評価額
回収可能額が100のため、評価額は
100となる。

❶上場企業 約3,900社

❸会社法大会社 約10,000社から
①、②に含まれるものの数
を除く

有価証券報告書提出会社
（①、②）以外の

（資本金５億円以上、又は
  負債総額200億円以上）

❹①、②、③以外の
株式会社

約250万社から
①、②、③に含まれるものの
数を除く

❷金商法開示企業 約1,000社
（①以外）

所得区分に関する裁判所の判断所得区分に関する裁判所の判断

会長発言（骨子：未定稿）会長発言（骨子：未定稿）

※今後議事録の精査により、修正があり得る。

東　京 大　阪 名古屋 福　岡 札　幌
未確保
148社（6.4％）

確保済
2,153社
（93.6％）

平均：1.94人 平均：1.8人 平均：2.3人 平均：2.3人 平均：2.5人

未確保
131社（7.4％）

確保済
1,642社
（92.6％）

未確保
19社（5.4％）

確保済
330社

（94.6％）

未確保
2社（1.5％）

確保済
128社

（98.5％）

未確保
3社（4.0％）

確保済
72社

（96.0％）

（出典：企業統治研究会提出資料に基づき作成）

3つの要件を満たした場合

当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別会社に資産を
譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別会社に資産を
譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。

私的整理私的整理

【改正】
法的整理

銀行取引停止処分

私的整理私的整理
※

【図表1】四半期連結財務諸表の範囲（2計算書方式の場合）
（現　行）

四半期連結貸借対照表

四半期連結損益計算書

※弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合を
　対象とします。

（出典：中小企業庁）

四半期連結包括利益計算書

四半期連結キャッシュ･フロー計算書

（改正案）

四半期連結貸借対照表

四半期連結損益計算書

四半期連結包括利益計算書

四半期連結キャッシュ･フロー計算書

（第1・第3四半期は省略可能。ただし、減価償却費およびのれんの償却額の注記が必要）

【改正】

法的整理

銀行取引停止処分

私的整理私的整理 ※

（第1・第3四半期は省略可能。ただし、減価償 
　却費およびのれんの償却額の注記が必要）

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
1 　第1条のうち金融商品取引法に会計の専門家の活用等に関する規定を加える改正規定（原案に

よる改正後の金融商品取引法第193条の4関係）を削るものとすること。
2 　公認会計士法の改正に関する第4条の規定を削るものとすること。
3 　その他所要の規定の整理を行うものとすること。

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案
　資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案の一部を次の
ように修正する。
　第一条中第百九十三条の二第一項の改正規定及び第百九十三条の三の次に一条を加える改正規定
を削る。
　第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条から第十五条までを一条ずつ繰り上げる。
　附則第一条第一号中「第七条」を「第六条」に、「附則第四十五条及び第四十六条」を「附則第
三十条及び第三十一条」に改め、同条第二号中「第四条中公認会計士法第三十四条の四十三、第
三十四条の五十五、第三十四条の五十八及び第四十条第二項の改正規定、第七条」を「第六条」
に、「第十一条中」を「第十条中」に、「第十二条」を「第十一条」に、「第十三条」を「第十二
条」に、「第十条、第十八条から第二十条まで、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで、第
三十七条、第三十八条及び第四十一条から第四十三条まで」を「第九条、第十二条から第十四条ま
で、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条まで」に改め、同条第三号を削る。
　附則中第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とし、第十二条から第十六条まで
を削る。
　附則第十七条第一項中「第五条」を「第四条」に改め、同条を附則第十一条とする。
　附則第十八条第一項中「第十一条」を「第十条」に、「附則第四十二条」を「附則第二十八条」
に改め、同条を附則第十二条とする。
　附則第十九条中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第十三条とする。
　附則第二十条第一項中「第十三条」を「第十二条」に改め、同条を附則第十四条とする。
　附則第二十一条中「第十四条」を「第十三条」に改め、同条を附則第十五条とする。
　附則中第二十二条を削り、第二十三条を第十六条とし、第二十四条を第十七条とし、第二十五条
を削り、第二十六条を第十八条とし、第二十七条を第十九条とし、第二十八条を第二十条とし、第
二十九条及び第三十条を削り、第三十一条を第二十一条とし、第三十二条を削り、第三十三条を第
二十二条とし、第三十四条を第二十三条とし、第三十五条を削り、第三十六条を第二十四条とし、
第三十七条を第二十五条とし、第三十八条を第二十六条とし、第三十九条及び第四十条を削り、
第四十一条を第二十七条とし、第四十二条を第二十八条とし、第四十三条を第二十九条とし、第
四十四条を削る。
　附則第四十五条中「並びに」を「及び」に改め、「及びなおその効力を有することとされる場
合」を削り、同条を附則第三十条とし、附則第四十六条を附則第三十一条とし、附則第四十七条を
附則第三十二条とする。
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